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第 1章 計画策定の背景 

 

 地球温暖化とは 

地球温暖化は、人間活動によって大気中の二酸化炭素など温室効果ガスの大気中濃度が増加し、

これに伴って太陽からの日射や地表面から放射する熱の一部がバランスを超えて温室効果ガスに吸

収されることにより地表面の温度が上昇する現象です。 

 急激な気温の上昇に伴う地球環境影響としては、①海面水位の上昇に伴う陸域の減少、②豪雨や

干ばつなどの異常気象の増加、③生態系への影響や砂漠化の進行、④農業生産や水資源への影響、⑤

マラリアなどの熱帯性の感染症の発生数の増加などが挙げられており、私たちの生活へ甚大な被害

が及ぶ可能性が指摘されています。 

 

 

出典：温室効果ガスインペントリオフィス 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/）より 

https://www.jccca.org/chart/img/chart01_01_img01.jpg
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第 2章 実行計画の基本的事項 

 

１ 目的  

那須地区消防組合地球温暖化対策実行計画（事務事業編）は、地球温暖化対策の推進に関する

法律（以下「地球温暖化対策推進法」）第 21条第 1項に基づき、那須地区消防組合の全ての署所

を対象とした事務及び事業に関し、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化などの取組みを推進

し、温室効果ガスの排出量を削減する事を目的として策定するものです。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律第 21条（抜粋） 

第 21条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、

当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並

びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下 「地方公共団体実

行計画」という。）を策定するものとする。 

2 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 計画期間 

 二 地方公共団体実行計画 

 三 実施しようとする措置の内容 

 四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 

3～7 （省略） 

8 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で

又は共同して、これを公表しなければならない。 

9 第 5項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。 

10 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年 1回、地方公共団体実行計画に

基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなければ

ならない。 

11～12 （省略） 

２ 計画の基本的事項 

（１）計画期間 

本計画は、令和 2（2020）年度から令和 6（2024）年度の 5年間とし、比較となる温室効果 

ガス総排出量の基準は平成 30（2018）年度とします。（黒磯署は令和２年度を基準とする。塩原

分署は令和４年度を基準とする。） 

なお、実行計画の達成状況や社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて本計画の見直しを行うこ

ととします。 
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（２）計画の対象範囲 

実行計画の対象範囲は那須地区消防組合が行う全ての事務及び事業とします。 

庁舎・施設名 住  所 

消防本部、大田原消防署 大田原市中田原 868番地 12 

大田原消防署 黒羽分署 大田原市黒羽向町 1009番地 1 

大田原消防署 湯津上分署 大田原市蛭畑 796番地 1 

黒磯消防署 那須塩原市上厚崎 138番地 4 

黒磯消防署 板室分署 那須塩原市百村 3065番地 

西那須野消防署 那須塩原市三島 5丁目 1番地 251 

西那須野消防署 塩原分署 那須塩原市中塩原 1番地 15 

那須消防署 那須郡那須町大字寺子乙 3967番地 94 

那須消防署 湯本分署 那須郡那須町大字湯本 213番地 

（３）対象とする温室効果ガス 

温室効果ガスの総排出量の算定にあたり、地球温暖化対策推進法第 2 条第 3 項では次の 7 種類の

温室効果ガスを対象としています。 

ただし、二酸化炭素以外の温室効果ガスについては、排出量全体に占める割合が小さいこと、ま

た、排出量の算定が困難なことから、那須地区消防組合では排出量の多くの割合を占めている二酸

化炭素（CO2）のみとします。 

 

参考      ７種類の温室効果ガス（地球温暖化対策推進法第 2条第 3項） 

 温室効果ガス名 主な発生源 

1 二酸化炭素 

（CO2） 

電気の使用や暖房用灯油、車両の燃料であるガソリン等の使用に 

より排出され 7種類の温室効果ガスの中では温室効果への寄与が 

最も大きい。 

2 メタン（CH4） 自動車の走行や燃料の燃焼、廃棄物の焼却、埋立等により排出される。 

3 一酸化二窒素（N2O） 自動車の走行や燃料の燃焼、廃棄物の焼却等により排出される。 

4 ハイドロフルオロ

カーボン（HFC） 

カーエアコンの使用時に排出される。 

5 パーフルオロ 

カーボン（PFC） 

半導体の製造、溶剤等の使用や製造時に排出される。 

6 六ふっ化硫黄（SF6） 電気設備の電気絶縁ガス、半導体の製造時や使用時に排出される。 

7 三ふっ化窒素（NF3） 半導体製造でのドライエッチングや CVD 装置のクリーニングにおいて

用いられている。 

（※5、6、7は地方公共団体では、ほとんど該当しない） 
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第３章 温室効果ガス排出状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

第４章 温室効果ガスの削減目標 

１ 削減目標 

那須地区消防組合では、温室効果ガス（二酸化炭素）排出量を削減していくために、 

次の目標を掲げて取り組みます。 

① 各年度における温室効果ガス排出量は基準年度数値 

（平成 30年度）を目安とし削減の努力をする。 

※黒磯署は（令和２年度）を目安とする。 

※塩原分署は（令和４年度）を目安とする。 

② 環境への負荷を軽減する。 

 

 

２ 目標達成に向けた具体的な取り組み 

（１）電気使用量の抑制 

ア 昼休み、時間外勤務時、晴天時には不必要な照明器具の消灯を行う。 

イ ＯＡ機器は省エネモードやスタンバイモードを活用し、３０分以上使用しない場合はなる

べく電源を切る。 

ウ 冷蔵庫内は、物を詰め過ぎず季節に合わせて温度調整を行う。 

エ ＯＡ機器、家電製品等の更新、導入にあたっては必要最小限の機能・能力、消費電力 

を考慮する。 

（２）燃料使用量の抑制 

ア 空調設備は、温度調節を行い適切な使用に努める。 

※室温は冷房使用時２８度、暖房使用時２０度とすることを推奨する。 

イ 沸かし過ぎの防止等、ガスコンロやガス湯沸かし器の効率的な使用に努める。 

ウ ボイラー等エネルギー供給設備の適正な管理を図る。 

（３）公用車燃料使用量の抑制 

ア 災害出場時以外における公用車使用の際、荷物の積み降ろし時や待機時にエンジンを停止

するなどアイドリング・ストップを実施する。 

イ 公用車の更新、導入に当たっては原則として低公害車または低排出ガス車を選択す 

ることを検討する。 

（４）ゴミ排出量の削減 

ア 分別回収ボックス等を設置し、ゴミの分別を図る。 

イ 使い捨て製品の使用や購入を抑制し、物品の長期使用を心がけるとともに、  

 故障等の際には修繕により再使用に努める。 
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ウ 物品の購入にあたっては、簡易包装を心がける。 

 

（５）コピー用紙、印刷用紙、トナー使用量の削減 

ア プリンターでの印刷は、印刷範囲、印刷部数等を必ず再確認する。 

イ コピー機の使用時は、必ずリセットボタンを押しミスコピーを防止する。 

ウ 可能な限り、両面コピーを行う。 

エ 片面使用済のコピー用紙、印刷用紙は回収して、メモ用紙、ＦＡＸ用紙、印刷機  

 試し刷り用紙等として再利用する。 

オ 会議用資料や報告書等のページ数、部数は必要最小限とする。 

カ 回覧、掲示板等の利用により資料の共有化を図る。 

キ カラー印刷、カラーコピーは、必要最小限とし可能な限りモノクロ印刷等を使用する。 

（６）水使用量の削減 

ア 洗面、歯磨き及び調理、食器洗い等の際は、水の流しっぱなしをやめ、洗面器、コ

ップ、ボール等での溜め水を利用し、節水に努める。 

イ 洗車時には、バケツ水の使用、流水量の抑制、洗車ホースに流水ストッパー付 シャワー

ノズルの取付け使用等により節水に努める。 

ウ 入浴する場合は、間隔をあけず速やかに入り、節水等に努める。 

 

第５章 計画の推進と点検・公表 

１ 推進体制 

 消防本部、消防署及び各分署に「地球温暖化対策推進委員」を置き、職員の積極的な取り組み

を推進するとともに、温室効果ガス排出量を把握、集計する。 

 推進委員は消防本部の総務課経理係、消防署及び分署にあっては当務責任者とする。  

２ 結果の点検 

 年度当初に前年度の温室効果ガスの排出量を集計し取り組みの状況をまとめる。 

３ 公表 

地球温暖化対策推進法第 21条 10条に基づき、実行計画を策定または改訂した時は、 

  組合のホームページで公表する。 

 

 

令和２年４月策定 

令和３年６月改訂 

令和４年４月改訂 

令和５年６月改訂 


